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・第39回 定期総会 （１面）

・地域医療構想 （２・３面）

・ホスピタリティ発想と、　　　　
スタッフの成長支援 （３面）

・指導について （４面）

　
今
の
日
本
に
と
っ
て
２
０
３
５

年
問
題
と
い
う
の
が
常
に
顔
を

だ
す
。
こ
れ
は
、
団
塊
の
世
代

が
一
番
人
口
が
多
い
こ
と
に
端

を
発
し
て
い
る
。
昭
和
22
～
24

年
の
３
年
間
の
出
生
数
は
約

８
０
６
万
人
。
昭
和
20
年
代
の

人
へ
の
対
応
は
難
し
い
。
彼
ら

は
、
白
黒
を
は
っ
き
り
さ
せ

る
傾
向
が
あ
り
、
力
が
正
義
と

い
う
信
念
が
あ
る
。
高
度
成
長

期
を
引
っ
張
っ
て
行
っ
た
の
は

私
だ
と
い
う
意
識
が
あ
る
。
私

は
テ
レ
ビ
で
学
生
運
動
を
見
て

い
た
。
安
田
講
堂
事
件
、
浅
間

山
荘
事
件
、
三
島
由
紀
夫
事
件

等
々
、
い
ま
だ
に
分
か
ら
な
い

言
葉
だ
が
左
翼
と
右
翼
が
闘
っ

て
い
た
。
神
道
と
政
治
が
結
び

つ
い
た
権
力
が
昭
和
20
年
に
終

焉
、
そ
の
後
い
わ
ゆ
る
新
興
宗

教
が
伸
び
て
き
た
。
日
本
青
年

協
議
会
の
会
長
で
あ
る
樺
島
有

三
も
安
倍
総
理
の
筆
頭
ブ
レ
ー

ン
と
呼
ば
れ
る
日
本
政
策
研
究

セ
ン
タ
ー
を
率
い
る
伊
藤
哲
夫

も
「
生
長
の
家
学
生
運
動
」
の

出
身
だ
。
現
在
「
生
長
の
家
」

は
過
去
の
「
愛
国
宗
教
路
線
」

を
放
棄
し
た
。
し
か
し
「
生
長

の
家
原
理
主
義
」
の
分
派
活
動

を
行
っ
て
い
る
者
が
い
る
。
そ

れ
が
、「
谷
口
雅
春
先
生
を
学
ぶ

会
」
で
あ
り
、
稲
田
朋
美
や
衛

藤
晟
一
、百
地
章
、
高
橋
史
郎
な

ど
が
参
加
し
て
い
る
。
彼
ら
は

明
治
憲
法
に
戻
ろ
う
と
し
て
い

る
。〝
神
の
国
日
本
〟。「
緊
急
事

態
条
項
の
創
設
」「
憲
法
24
条
の

改
変
」「
憲
法
９
条
２
項
を
改
廃

す
る
」
そ
の
内
容
と
優
先
順
位

は
、
日
本
会
議
周
辺
、
日
本
政

策
研
究
セ
ン
タ
ー
の
年
来
の
主

張
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
組
織

票
を
手
に
入
れ
る
に
は
、
宗
教

票
が
確
実
で
あ
る
。
戦
後
政
教

分
離
し
た
は
ず
の
日
本
が
、
考

え
る
こ
と
を
止
め
た
団
塊
の
世

代
周
辺
と
歴
史
を
深
く
学
ん
だ

こ
と
の
無
い
下
の
世
代
に
、
昔

の
美
し
い
日
本
、
強
い
日
本

を
手
に
入
れ
る
た
め
と
い
う
ス

ロ
ー
ガ
ン
で
、
ま
た
過
去
へ
引

き
戻
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
日

本
の
神
様
は
こ
れ
を
ど
う
み
て

い
る
の
だ
ろ
う
。　
　
や
す
く
に

参
考
「
日
本
会
議
の
研
究
」
菅
野
完
著

は  

り

　

時
代
は
動
き
、
人
が
動
き
、
被
災
の
傷
は
時
の
流
れ
と
と
も
に
治
癒
し
て
い
く
も
の
と
期
待
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
ま
た
も
地
は
動
き
、
被
災
地
の
人
々
は
世
の
無
常
迅
速
の
淵
に
沈

み
ま
し
た
。
東
日
本
大
震
災
の
五
年
経
過
を
待
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
こ
の
度
は
熊
本
地
震

が
先
月
襲
来
し
た
の
で
す
。
東
日
本
大
震
災
の
爪
痕
は
い
ま
だ
癒
し
が
た
く
、
復
興
完
遂
へ
の

名
状
し
が
た
い
疑
心
か
ら
、
避
難
し
た
ま
ま
戻
ら
な
い
人
、
あ
る
い
は
戻
れ
な
い
人
、
去
り
ゆ

く
人
が
、
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。
熊
本
地
震
も
決
し
て
他
人
事
で
は
な
く
、
当
協
会
と
し
て
も
極

力
支
援
に
協
力
し
て
い
き
ま
す
。

　

さ
て
、
昨
今
の
世
界
の
情
勢
を
み
ま
す
と
、
貧
富
の
格
差
が
ま
す
ま
す
拡
大
し
て
い
ま
す
。

上
位
六
十
二
人
の
総
資
産
は
、
下
位
五
十
％
の
三
十
六
億
の
人
々
の
そ
れ
に
匹
敵
す
る
と
い
わ

れ
、
Ｉ
Ｓ
（
イ
ス
ラ
ム
国
）
の
跋
扈
に
伴
う
テ
ロ
な
ど
の
社
会
不
安
を
助
長
し
て
い
ま
す
。
国

内
で
は
、
い
わ
ゆ
る
貧
困
格
差
に
多
数
の
人
々
が
喘
い
で
お
り
、
六
人
に
一
人
の
子
ど
も
が
相

対
的
貧
困
の
状
況
に
置
か
れ
、
年
収
二
百
万
円
以
下
の
労
働
者
が
一
千
百
万
人
（
十
七
％
）、
非

正
規
労
働
者
は
二
千
万
人
（
三
十
八
％
）
を
超
え
て
い
ま
す
。

　

協
会
・
医
会
、
保
団
連
に
よ
る
二
〇
一
五
年
受
診
実
態
調
査
の
中
間
集
計
が
で
ま
し
た
。
主

に
患
者
の
経
済
的
理
由
か
ら
と
思
わ
れ
る
治
療
中
断
の
経
験
が
あ
る
の
は
全
体
の
約
四
割
で
、

医
科
の
約
三
割
、
歯
科
の
約
五
割
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
半
年
間
の
患
者
一
部
負
担
金
の
未
収

金
は
約
半
数
が
経
験
し
、
全
額
回
収
で
き
た
の
は
そ
の
う
ち
三
割
程
度
で
あ
り
ま
し
た
。
患
者

の
経
済
状
態
は
、
医
院
経
営
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。
強
者
は
傍
観
を
止
め
、
弱
者
は
隠
忍

を
排
す
る
べ
き
で
す
。
貧
困
と
貧
乏
を
峻
別
し
、
富
の
再
配
分
の
是
正
に
よ
り
貧
困
を
撤
廃
す

べ
く
、
政
府
の
真
の
成
案
を
熱
望
し
ま
す
。

　

こ
の
度
の
診
療
報
酬
改
定
は
、
本
体
こ
そ
微
増
と
な
り
ま
し
た
が
、
全
体
で
は
一
・
四
四
％
の

マ
イ
ナ
ス
で
し
た
。
施
設
基
準
の
強
化
が
如
実
で
あ
り
、
医
療
機
関
へ
の
締
め
付
け
が
ま
た
も

厳
し
い
も
の
で
し
た
。
さ
ら
に
、「
地
域
包
括
ケ
ア
」
の
美
名
の
も
と
、
退
院
患
者
の
受
け
皿
と

な
る
在
宅
医
療
や
施
設
が
未
整
備
の
ま
ま
、
入
院
日
数
の
短
縮
化
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。
国
の

責
任
を
都
道
府
県
に
押
し
付
け
る
性
急
な
手
法
は
、
医
療
全
体
の
崩
壊
を
招
く
危
惧
が
あ
り
ま

す
。

　

ま
た
、
国
民
へ
の
情
報
を
厳
し
く
制
限
す
る
特
定
秘
密
保
護
法
や
、
い
つ
で
も
集
団
的
自
衛

権
の
行
使
を
可
能
と
す
る
安
全
保
障
関
連
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
福
島
第
一
原
発

事
故
の
検
証
は
不
十
分
の
ま
ま
、川
内
、高
浜
と
原
発
再
稼
働
が
強
行
さ
れ
ま
し
た
。
国
を
守
る
、

国
を
富
ま
す
と
は
言
っ
て
も
、
責
任
不
在
の
姿
勢
し
か
見
え
て
き
ま
せ
ん
。

　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
注
視
が
必
要
で
す
。
発
効
さ
れ
る
と
、
医
療
の
民
営
化
が
促

進
さ
れ
て
国
民
皆
保
険
制
度
が
形
骸
化
し
、
薬
価
制
度
の
見
直
し
に
よ
る
薬
価
の
高
騰
が
起
こ

り
ま
す
。
患
者
へ
の
医
療
の
恩
恵
を
大
幅
に
制
限
さ
れ
る
の
は
自
明
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
県
内
で
は
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
の
国
保
と
後
期
高
齢
者
の
窓
口
負
担
免
除
が
、

さ
ら
に
一
年
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
当
協
会
が
震
災
後
毎
年
行
っ
て
き
た
被
災
者

医
療
費
ア
ン
ケ
ー
ト
に
記
さ
れ
た
被
災
者
の
声
も
、
県
政
を
動
か
し
た
一
因
で
す
。
医
療
費
助

成
制
度
に
お
い
て
も
、
大
き
な
動
き
が
あ
り
ま
し
た
。
東
北
で
唯
一
償
還
払
い
で
あ
っ
た
当
県

で
も
、
本
年
八
月
か
ら
、
就
学
前
ま
で
の
現
物
給
付
が
実
現
す
る
の
で
す
。
各
市
町
村
議
会
か

ら
県
へ
の
請
願
採
択
に
長
年
に
わ
た
っ
て
働
き
か
け
、「
子
ど
も
の
医
療
費
助
成
拡
充
を
求
め
る

岩
手
の
会
」
に
全
面
協
調
し
た
成
果
で
す
。
今
後
の
課
題
は
、
中
学
卒
業
ま
で
現
物
給
付
で
窓

口
負
担
を
無
料
化
す
る
こ
と
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
情
勢
の
も
と
、
岩
手
県
保
険
医
協
会
は
、
人
々
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
平
和

な
社
会
を
築
い
て
い
く
た
め
、
保
険
医
の
使
命
と
医
療
団
体
の
責
任
を
持
し
て
、
他
団
体
と
も

協
力
し
つ
つ
、
一
層
の
努
力
を
し
て
い
く
所
存
で
あ
り
ま
す
。

　

第
三
十
九
回
定
期
総
会
に
あ
た
り
、
こ
の
決
意
を
右
表
明
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　

二
〇
一
六
年
五
月
二
十
九
日　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

第
三
十
九
回
岩
手
県
保
険
医
協
会
定
期
総
会

第
三
十
九
回
岩
手
県
保
険
医
協
会
定
期
総
会
ア
ピ
ー
ル

　
５
月
29
日
㈰
、
盛
岡

の
エ
ス
ポ
ワ
ー
ル
い
わ

て
で
第
39
回
定
期
総
会

を
行
い
ま
し
た
。
は
じ

め
に
南
部
淑
文
会
長
よ

り
あ
い
さ
つ
が
行
わ
れ
、

議
長
に
選
出
さ
れ
た
栃

内
秀
彦
先
生
の
議
事
進

行
の
も
と
、
会
則
改
定
、

昨
年
度
の
活
動
報
告
及

　
総
会
後
の
記
念
講
演

会
で
は
、
福
岡
市
み
ら

い
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長
の

今
井
一
彰
先
生
が
「
知

ら
れ
ざ
る
生
活
習
慣
病

～
口
呼
吸
の
怖
さ
に
つ

い
て
～
」
と
題
し
講
演

を
行
い
ま
し
た
。

　
今
井
先
生
は
こ
れ
ま

で
の
診
療
経
験
を
も
と

に
、
口
の
中
を
潤
す
こ

と
が
い
か
に
大
事
か
を

お
話
し
し
、「
あ
い
う
べ

体
操
」
の
効
果
な
ど
を

わ
か
り
や
す
く
講
演
さ

れ
ま
し
た
。
今
井
先
生

は
メ
デ
ィ
ア
に
も
多
数

出
演
さ
れ
て
お
り
、
講

演
内
容
も
飽
き
さ
せ
な

い
も
の
で
、
そ
の
人
気

び
決
算
が
承
認
さ
れ
ま

し
た
。
ま
た
、
役
員
選

挙
も
行
わ
れ
、
新
役
員

10
名
を
迎
え
、
今
年
度

の
活
動
計
画
並
び
に
予

算
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
最
後
に
南
部
会
長
が

ア
ピ
ー
ル
（
下
記
）
を

読
み
上
げ
、
満
場
の
拍

手
で
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

新
役
員
の
も
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

活
動
方
針
を
決
定

ぶ
り
が
う
か
が
え
ま
し

た
。
講
演
要
旨
は
後
日
、

掲
載
予
定
で
す
。

　
記
念
講
演
の
後
に
は

懇
親
会
が
行
わ
れ
、
来

賓
の
県
議
会
議
員
か
ら

あ
い
さ
つ
を
頂
だ
い
し

友
誼
団
体
や
業
者
の

方
々
と
意
見
交
換
す
る

な
ど
和
や
か
に
懇
親
を

深
め
ま
し
た
。

　
ご
来
賓
の
方
々
、
祝

電
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お

送
り
い
た
だ
き
ま
し
た

皆
様
に
は
心
よ
り
お
礼

申
し
上
げ
ま
す
。（
祝
電・

メ
ッ
セ
ー
ジ
一
覧
は
２

面
に
掲
載
し
て
お
り
ま

す
。）

「あいうべ体操」をする参加者 あいさつする南部会長

講師の今井一彰先生
（みらいクリニック院長） 口

呼
吸
の
怖
さ
と
は

記
念
講
演
会
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第 19 期岩手県保険医協会役員一覧
（五十音順）

役職 氏　　名 科 地　区
顧　問

再 渥　美　健　三 医 科 盛 岡 市
再 岩　井　利　男 医 科 釜 石 市
再 須　原　富　次 医 科 盛 岡 市
再 箱　石　勝　見 医 科 盛 岡 市

会　長
再 南　部　淑　文 歯 科 滝 沢 市

副会長
再 赤　坂　俊　幸 医 科 盛 岡 市
再 池　田　　　健 歯 科 盛 岡 市
再 小野寺　けい子 医 科 盛 岡 市
再 小山田　榮　二 歯 科 盛 岡 市
再 坂　　　正　毅 医 科 盛 岡 市
再 足　澤　輝　夫 医 科 紫 波 町
再 山　岡　　　豊 医 科 北 上 市
再 吉　田　克　則 歯 科 奥 州 市

常任理事
再 赤　坂　俊　彦 歯 科 盛 岡 市
再 伊　藤　　　進 歯 科 盛 岡 市
再 尾　形　文　智 医 科 盛 岡 市
再 角　原　紀　義 医 科 盛 岡 市
新 加　藤　　　幸 医 科 盛 岡 市
再 黒　田　康　之 歯 科 盛 岡 市
新 斉　藤　宏　之 医 科 滝 沢 市
再 坂　本　公　児 医 科 盛 岡 市
再 佐々木　　　博 歯 科 一 関 市
再 佐　藤　　　豊 歯 科 花 巻 市
新 瀬　川　　　清 歯 科 盛 岡 市
再 田　村　公　一 医 科 滝 沢 市
新 田　村　太　志 医 科 北 上 市
再 東　山　敬　貴 歯 科 一 戸 町
新 松　嶋　正　造 歯 科 盛 岡 市
新 三　浦　陽　子 歯 科 盛 岡 市
新 米　持　武　美 歯 科 盛 岡 市

理　事
新 石　塚　祐　子 歯 科 西 和 賀 町
再 伊　藤　　　篤 歯 科 宮 古 市
再 岩　見　千　丈 医 科 北 上 市
再 菊　池　俊　彦 医 科 遠 野 市
再 工　藤　典　重 医 科 盛 岡 市
新 熊　谷　英　人 歯 科 大 船 渡 市
再 齋　藤　勝　也 歯 科 北 上 市
再 佐　渡　　　豊 医 科 岩 手 町
再 髙　田　昌　樹 歯 科 滝 沢 市
再 深　澤　太賀男 歯 科 紫 波 町
再 深　澤　範　子 歯 科 遠 野 市
再 三　澤　芳　光 歯 科 二 戸 市
再 宮　田　左　京 歯 科 岩 手 町

監　事
新 飯　島　　　仁 医 科 滝 沢 市
再 関　　　州　宏 歯 科 盛 岡 市

歯科部会長
再 小山田　榮　二 歯 科 盛 岡 市

　再 は再任　　新 は新任

協会の意見（概要）

１．在宅医療への移行について
　在宅医療への移行を無理に進める事には反対である。患者・家族の意向を十分汲み
取りながら進めるべきである。
　在宅医療の充実には、訪問診療を行う医師や歯科医師を増やさなければならないが、
国は、2014 年診療報酬改定で、同一建物居住者を診療した場合、医科の訪問診療料
は従来の２分の 1 に、在宅時医学総合管理料は 4 分の 1 まで引き下げた。歯科の訪
問診療料も 380 点から 283 点に、また 10 名以上診療した場合 143 点に大幅に引き
下げられた。
　さらに、本県は、患家までの距離が遠く、移動だけで多くの時間を費やす。これも
在宅医療に積極的に関われない一因となっている。
　在宅医療に取り組む医師や歯科医師を増やすには採算の合う診療報酬体系にする必
要があり、県は国に対し在宅医療点数の引き上げを要請し、県としても在宅医療を行
う医療機関への支援を検討して欲しい。

県の回答（概要）

　ご指摘のとおり在宅医療への移行に当たっては患者や家族をはじめ住民の意向を踏
まえる必要があると認識している。また、広大な県土や医療・介護資源の偏在など、
地域の実情を踏まえる必要があることも構想に記載しているほか、6　構想の実現に
向けた取組においては、医療と介護の連携や在宅医療等の体制整備に係る県の支援に
ついても整理している。
　なお、県では、国に対して医師不足の地域における訪問診療等の実態を踏まえた診
療報酬等による評価を要望しており、今後も機会を捉えて要望する。

岩
手
県
地
域
医
療
構
想

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
提
出

　
当
協
会
は
１
月
25
日
、
地
域
医
療
構
想
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
（
３
件
）
を
県

に
提
出
し
ま
し
た
。
協
会
の
意
見
（
上
）
と
そ
れ
に
対
す
る
県
の
回
答
（
下
）
で
す
。

協会の意見（概要）

２．介護施設等の整備について
　「居宅や施設が入院施設の受け皿となる」ことが示さ
れているが、在宅介護においては、家族の負担を軽減す
るため訪問介護サービスや通所施設等を利用しやすくす
ることが必要である。そのためには利用料の軽減、ヘル
パーの増員が不可欠である。また、施設入所においては、
特養の待機者が本県では 5,105 名（2015 年 9 月時点）
と体制整備が急がれる。同時に、施設で働く介護職員の
養成や増員も喫緊の課題である。県としても、施設の増
設や介護職員養成の支援を思い切って行うべきである。
また、国に対しては、国の施策として本腰を入れて取り
組むよう要請して欲しい。

県の回答（概要）

　いわていきいきプラン 2017 において、介護施設整
備や介護従事者確保等について定めているが、今後、地
域医療構想の策定も踏まえ、医療と介護の整合的な確保
に向けて、医療計画と介護保険事業（支援）計画の同時
改訂も予定している。県としては、要介護高齢者が必要
な介護サービスを必要な時に利用できるよう、市町村が
行う介護サービス基盤の整備に対して補助を行うととも
に、関係機関と連携して介護人材の確保に取り組んでい
く。
　なお、ご意見を踏まえ、今後の国への要望の必要性等
について検討する。

協会の意見（概要）

３．入院ベッドの削減について
　本県の人口構造の見通しについて、2025 年は 2010
年と比べ全体で 85.7％まで減少する。一方高齢者は
1 割以上増加する見通しである。ところが病床機能は
2014 年時点と比較し、高度急性期は 49.4％に、急性
期は 52.2％と半数の削減が見込まれている。高齢者は
脳卒中や心筋梗塞など緊急処置や治療を要する疾病の危
険性が高く、高度急性期や急性期病床は、逆にこれまで
以上に必要であり、削減は言語道断である。
　病床機能の再編は、国の計算式だけで解決できるもの
ではなく、県民の実態をしっかり調査した上で進めて欲
しい。

県の回答（概要）

　平成 25 年 3 月に策定した岩手県保健医療計画におい
て定めている県全体の基準病床数は 13,296 床であり、
二次医療圏別にみても、すべての二次医療圏が病床過剰
地域となっている。地域医療構想は病床を強制的に削減
するためのものではなく、将来の医療需要に応じたある
べき医療提供体制を検討するためのものであり、構想の
策定後は構想区域ごとの協議の場において地域の実情も
踏まえながら、地域における病床機能の分化と連携や在
宅医療の体制整備等について協議していくこととしてい
る。ご意見については、協議の場等における検討の参考
とさせていただく。

【政党】
社会民主党岩手県連合
　　　　　　　代表 小西　和子

【衆議院議員】
衆議院議員 黄川田　徹
衆議院議員 階　　　猛
衆議院議員 高橋ひなこ

【参議院議員】
参議院議員 主濱　　了
参議院議員 平野　達男

【県議会議員】
岩手県議会議員 阿部　盛重
岩手県議会議員 川村　伸浩
岩手県議会議員 千葉　絢子
岩手県議会議員 菅野ひろのり
岩手県議会議員 軽石　義則
岩手県議会議員 吉田　敬子
岩手県議会議員 佐藤ケイ子

【地方自治体】
陸前高田市　市長 戸羽　　太
矢巾町　　　町長 高橋　昌造
宮古市　　　市長 山本　正德
盛岡市　　　市長 谷藤　裕明

【団体】
岩手県民主医療機関連合会 会長 浮田　昭彦
岩手県医師会　　　　　　 会長 石川　育成
岩手県労働組合連合会　 議長 金野　耕治
岩手県医療労働組合連合会
　　　　　　　　　 執行委員長 中野るみ子
岩手県歯科医師会　 会長 佐藤　　保

【生命保険会社等】
富国生命　盛岡支社 支社長 阿部　健一
株式会社東北銀行　 頭取 村上　尚登
三井生命保険株式会社
　　　　　　　　 岩手支社長 内山　　輝
日本生命保険相互会社
　　　　　　 代表取締役社長 筒井　義信

他　36 保険医協会・医会より

メッセージ・お祝い
（敬称略・受付順）

支
払
基
金
に
よ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

収
集
通
知
の
対
応
に
つ
い
て

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
実
施
に

よ
り
、支
払
基
金
か
ら
税
務
署
に
提

出
す
る
診
療
報
酬
に
係
る
支
払
調

書
に
、保
険
医
療
機
関
の
「
個
人
番

号
」
ま
た
は
「
法
人
番
号
」
を
記

載
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
理
由

に
よ
り
、岩
手
県
で
は
、６
月
初
旬

に
予
告
通
知
、６
月
中
旬
頃
に
委
託

業
者
よ
り
収
集
関
連
書
類
が
配
送

さ
れ
る
予
定
で
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
は
、法

令
上
は
、事
業
者
（
こ
の
場
合
は
支

払
基
金
）
に
「
協
力
す
る
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
」
と
努
力
義
務

を
定
め
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、国

民
（
保
険
医
療
機
関
含
む
）
に
提

供
義
務
を
負
わ
せ
る
規
定
は
な
く
、

任
意
と
な
っ
て
い
ま
す
。
よ
っ
て
、

現
時
点
で
は
、提
供
を
し
な
い
場
合

に
、「
診
療
報
酬
が
支
払
わ
れ
な
い
」

あ
る
い
は
「
税
務
調
査
の
対
象
と

な
る
」
と
い
う
よ
う
な
法
令
上
の

根
拠
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、ご
留
意

下
さ
い
。

目

支
払
基
金
に
よ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

注
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セ
ミ
ナ
ー
後
の
懇
親
会
で
、

開
業
医
の
先
生
か
ら
「
人
を

使
う
の
っ
て
、や
っ
ぱ
り
難
し

い
で
す
ね
～
」
な
ど
と
声
を

か
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
で
、私
と
し
て
は
、思
い
っ

き
り
反
省
す
る
の
で
す
。
内

部
顧
客
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド

（
本
コ
ラ
ム
第
一
話
で
ご
紹
介

し
ま
し
た
）
に
も
触
れ
た
セ

ミ
ナ
ー
だ
っ
た
の
に
、ち
ゃ
ん

と
伝
え
き
れ
て
い
な
か
っ
た

…
と
。

　
言
葉
は
思
考
を
規
定
し
ま

す
。「
人
を
使
う
」
と
い
う

表
現
を
口
に
し
て
い
る
う
ち

に
、「
自
分
は
ご
主
人
様
で
あ

り
、職
員
た
ち
は
使
用
人
で
あ

る
」
と
い
う
思
考
の
枠
組
み

が
頭
の
中
に
出
来
上
が
っ
て

し
ま
う
の
で
す
。
く
わ
ば
ら
、

く
わ
ば
ら
…
。
そ
こ
は
ひ
と

つ
「
チ
ー
ム
づ
く
り
っ
て
、永

遠
の
テ
ー
マ
で
す
ね
」
と
い

う
よ
う
な
、職
員
の
方
々
と
同

じ
地
平
に
立
っ
た
表
現
に
代

え
て
み
ま
せ
ん
か
？

　

先
日
、お
悩
み
相
談
メ
ー

ル
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
筆

者
が
講
師
で
招
か
れ
た
セ
ミ

ナ
ー
に
参
加
し
た
看
護
師
さ

ん
か
ら
で
す
。
い
わ
く
、う

ち
の
先
生
は
、ヒ
ー
ト
ア
ッ
プ

す
る
と
「
ア
ナ
タ
に
給
料
を

払
っ
て
い
る
の
は
俺
だ
。
違

う
か
？
」
と
い
う
の
が
決
め

ゼ
リ
フ
。
こ
れ
が
出
る
と
、み

ん
な
何
も
言
え
な
く
な
っ
て

口
を
つ
ぐ
ん
で
し
ま
う
ん
で

す
、と
い
う
も
の
。

　
そ
の
セ
リ
フ
、完
全
に
ア
ウ

ト
で
す
よ
ね
。
今
こ
の
記
事

を
お
読
み
下
さ
っ
て
い
る
よ

う
な
明
晰
な
先
生
に
は
、単
な

る
蛇
足
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
…
。

仕
事
の
内
容
や
雇
用
条
件
を

提
示
し
つ
つ
「
一
緒
に
働
い

て
く
れ
ま
せ
ん
か
？
」
と
声

を
発
し
、こ
れ
に
呼
応
し
て
く

れ
た
の
が
、そ
こ
に
い
ら
っ

し
ゃ
る
職
員
の
皆
さ
ん
。
そ

し
て
、チ
ー
ム
全
員
で
一
所
懸

命
に
仕
事
に
あ
た
っ
た
結
果

と
し
て
の
医
業
収
益
を
、給
与

体
系
と
い
う
約
束
ご
と
に
基

づ
い
て
し
か
る
べ
く
分
配
す

る
の
が
、お
給
料
。
し
か
も
、

原
資
を
も
た
ら
し
て
下
さ
る

の
は
、そ
も
そ
も
〝
俺
〟
で
は

な
く
、あ
く
ま
で
も
患
者
さ
ん

た
ち
で
す
。

　
当
該
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
院
長

先
生
に
し
て
み
れ
ば
、代
わ
り

の
い
な
い
中
で
必
死
に
頑
張

プロフィール
　明治大学法学部卒業後、広
告会社のコピーライターや国
内外でのホテル実務経験を経
て、仙台ＹＭＣＡ国際ホテル
専門学校の教官となり、のち
副校長。
　2001 年、仙台市にインター
サーブ・ホスピタリティ開発
事務所を設立。ホスピタリ
ティ・マーケティングや能力
開発、職場のチーム力向上な
どに関するコンサルティング
を主業務とする。
　身内には、医師や看護師を
はじめ医療関係者が 20 数名。

「ホスピタリティ発想と、

　スタッフの成長支援」

第 13 話
「人を使う」？

木
き

　島
しま

　　　上
たかし

り
、税
理
士
さ
ん
か
ら
示
さ
れ

た
経
営
数
値
を
事
務
長
も
し

く
は
奥
様
と
一
緒
に
眺
め
て

冷
や
汗
を
流
し
、金
融
機
関
と

も
折
衝
し
、毎
月
ヤ
ッ
コ
ラ
セ

で
何
と
か
し
て
い
る
お
給
料

で
あ
る
は
ず
。
し
か
し
な
が

ら
、職
員
サ
イ
ド
と
し
て
は
、

「
先
生
か
ら
い
た
だ
い
て
い
る

お
給
料
」
だ
な
ん
て
、恐
ら

く
誰
も
考
え
て
は
い
ま
せ
ん
。

「
約
束
の
も
と
で
医
院
か
ら
支

払
わ
れ
る
お
給
料
」
な
の
で

す
。

　

メ
ー
ル
に
は
、続
き
が
あ

り
ま
し
た
。
患
者
さ
ん
が
立

て
込
ん
で
忙
し
さ
が
募
っ
て

来
た
り
す
る
と
、院
長
先
生
が

「
何
や
っ
て
ん
の
。
そ
う
じ
ゃ

な
い
だ
ろ
。
こ
う
い
う
場
合

は
○
○
○
に
決
ま
っ
て
ん
だ

ろ
！
」
と
職
員
に
声
を
荒
ら

げ
、そ
れ
が
当
院
の
風
物
詩
に

な
っ
て
い
る
、と
い
う
の
で

す
。
彼
女
は
言
い
ま
す
。「
私

た
ち
は
、先
生
の
大
変
さ
も
解

る
し
、割
り
切
っ
て
働
い
て
い

る
か
ら
、ま
だ
い
い
ん
で
す
。

で
も
、あ
あ
い
う
場
面
に
遭
遇

し
た
直
後
、ど
や
さ
れ
た
私
た

ち
か
ら
採
血
や
注
射
を
さ
れ

る
患
者
さ
ん
た
ち
が
、﹃
そ
ん

な
に
ダ
メ
な
看
護
師
に
針
刺

し
さ
れ
て
、大
丈
夫
な
の
？
﹄

と
不
安
に
な
っ
た
り
し
て
い

な
い
か
、そ
れ
が
気
が
か
り
で

す
」
と
。
何
よ
り
も
患
者
さ

ん
の
気
持
ち
に
配
慮
せ
ね
ば

…
と
い
う
、こ
ま
や
か
な
ご
意

見
。〝
上
か
ら
目
線
〟
で
は
絶

対
に
見
え
て
こ
な
い
、真
実
の

諫
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

構想区域 機能区分
Ｈ 26 病床機能報告 Ｈ 37

必要病床数
Ｃ

差　引
Ｂ－Ｃ 構想区域の概況Ｈ 26 時点

Ａ
Ｈ 32 時点
Ｂ

釜 石

高度急性期 0 0 31 ▲ 31 過剰となる機能
急 性 期 324 324 130 194

急性期、慢性期
回 復 期 119 ※ 169 165 4
慢 性 期 282 282 223 59 不 足 す る 機 能
無 回 答 119 0 － 0
合 計 844 ※ 775 549 226

宮 古

高度急性期 0 0 39 ▲ 39 過剰となる機能
急 性 期 368 368 143 225

急性期、慢性期
回 復 期 78 ※ 128 196 ▲ 68
慢 性 期 168 168 94 74 不 足 す る 機 能
無 回 答 38 38 － 38

回復期
合 計 652 ※ 702 472 230

久 慈

高度急性期 20 20 43 ▲ 23 過剰となる機能
急 性 期 389 389 136 253

急性期
回 復 期 62 62 133 ▲ 71
慢 性 期 48 48 42 6 不 足 す る 機 能
無 回 答 0 0 － 0

回復期
合 計 519 519 354 165

二 戸

高度急性期 0 0 31 ▲ 31 過剰となる機能
急 性 期 444 444 134 310

急性期、慢性期
回 復 期 19 19 91 ▲ 72
慢 性 期 92 92 35 57 不 足 す る 機 能
無 回 答 38 38 － 38

回復期
合 計 593 593 291 302

岩手県計

高度急性期 2,083 2,083 1,030 1,053 過剰となる機能
急 性 期 6,388 5,913 3,333 2,580 高度急性期、急性

期、慢性期回 復 期 1,547 ※ 1,908 3,696 ▲ 1,788
慢 性 期 3,555 3,678 2,617 1,061 不 足 す る 機 能
無 回 答 286 258 － 258

回復期
合 計 13,859 ※ 13,840 10,676 3,164

必要病床数と病床機能報告による病床数との比較
　
岩
手
県
地
域
医
療
構
想
で

の
必
要
病
床
数
に
つ
い
て
、

５
月
号
で
盛
岡
区
域
等
に
つ

い
て
お
伝
え
い
た
し
ま
し
た

が
、
今
回
は
釜
石
、
宮
古
、

久
慈
、
二
戸
区
域
に
つ
い
て

お
伝
え
し
ま
す
。

　

釜
石
、
宮
古
で
は
、
再
建

予
定
の
県
立
病
院
の
回
復
期

へ
の
病
床
転
換
を
着
実
に
進

（単位：床）

注）※は、再建予定の県立病院について再建計画の内容を反映させており、病床機能報告による集計結果と一致しない。
（岩手県地域医療構想より）

め
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
ま

し
た
。

　
宮
古
で
は
高
度
急
性
期
の

入
院
が
60
・
６
％
と
他
の
区

域
よ
り
低
く
、
盛
岡
へ
の
流

出
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

今
後
も
盛
岡
や
久
慈
と
の
適

切
な
連
携
体
制
を
確
保
す
る

必
要
が
あ
る
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
久
慈
で
は
、
青
森
県
と
の

連
携
を
引
き
続
き
確
保
す
る

こ
と
、
二
戸
で
も
高
度
急
性

期
に
つ
い
て
は
久
慈
と
、
急

性
期
、
回
復
期
、
慢
性
期
に

つ
い
て
は
盛
岡
と
の
連
携
が

今
後
も
必
要
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
ど
の
区
域
も
急
性
期
、
慢

性
期
が
過
剰
と
な
る
こ
と
か

ら
、
こ
れ
ら
の
病
床
の
転
換

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
県
と
し
て
は
、
地
域
医
療

構
想
を
実
現
す
る
た
め
、
病

床
転
換
に
必
要
な
施
設
・
設

備
の
整
備
を
支
援
、
地
域
医

療
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構

築
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備

の
整
備
支
援
、
回
復
期
、
慢

性
期
、
在
宅
医
療
等
に
お
け

る
専
門
的
な
口
腔
ケ
ア
や
摂

食
嚥
下
リ
ハ
等
の
医
科
歯
科

●
地
域
医
療
構
想
で 

  
岩
手
の
ベ
ッ
ト
は
ど
う
な
る
！？

【
日
　
時
】

　
　
２
０
１
６
年

　
　
　
４
月
12
日
㈫

　
19
：
30
～
21
：
13

【
場
　
所
】

　

 

フ
コ
ク
生
命
ビ
ル　

会
議
室

【
出
席
者
】

　
　
役
員
、事
務
局
併
せ
て

13
名　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

１
、 

２
０
１
６
年
３
月
期

活
動
報
告
並
び
に
２

０
１
６
年
４
～
５
月

期
活
動
計
画
が
承
認

さ
れ
た

２
、 

旅
費
規
程
の
一
部
改

訂
に
つ
い
て
承
認
さ

れ
た

３
、 

保
団
連
専
門
部
員
と

し
て
、女
性
部
員
に

小
野
寺
副
会
長
、共

済
制
度
運
営
委
員
に

坂
副
会
長
を
推
薦
す

る
こ
と
が
承
認
さ
れ

た

４
、 「
達
増
知
事
を
囲
む
つ

ど
い
」
に
役
員
３
名

を
派
遣
す
る
こ
と
が

承
認
さ
れ
た

理
事
会
だ
よ
り 

４
月

連
携
体
制
構
築
の
支
援
を
行

う
と
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
在
宅
医
療
等
の
体

制
整
備
、
医
療
従
事
者
の
確

保
に
取
り
組
む
と
し
て
い
ま

す
。



■　東北銀行、北日本銀行と協定融資制度がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。FAX 019-651-7374 またはメール iwayou@doc-net.or.jp までお願いします。
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　当協会は今年度も4月1日付で、東北厚生局に対して指導に関する情報の
開示請求を行いました。例年は５月に開示決定が行われ、５月下旬から６月
上旬には開示されておりました。しかし今回は、開示に「時間を要する」と
の理由で、６月３日までに「可能な部分について開示決定を行う」との連
絡がありました。当協会は、開示決定後は速やかに情報開示されるよう、東
北厚生局に要望しました。
　昨年度の指導結果及び今年度の指導計画、診療科別平均点数等は、開示さ
れ次第、お伝え致します。
　一方で、今年度の指導は既に行われています。指導の通知がありましたら、
当協会へご相談下さい。

　指導についてー
○ 集団的個別指導　
　集団的個別指導（高点数の医療機関に対する指導）は、岩手県の診療科別
の平均点数に対して、病院は1.1、診療所は1.2を掛けた「基準点数」を超え、
かつ各診療科ごとの上位８％に入った医療機関が対象となります。しかし、
前年度及び前々年度に集団的個別指導または個別指導を受けた医療機関は
対象になりません。集団での講習会形式のみで、カルテとレセプト等との突
合せは行いません。

○ 新規個別指導
　昨年度新規に登録された全ての医療機関（移動や組織変更は対象外）に
対して実施されます。
　用意させられるものは、対象患者の初診時からのカルテ、看護記録、リハ
ビリ関係、画像診断フィルムなど、材料や薬剤の購入・納入伝票（直近1年
分程度）、請求書・領収書の控え、一部負担金徴収に係る帳簿または日計表等、
薬剤情報提供にかかる文書、保険外負担一覧表、増減点通知に関する書類な
ど多岐に渡ります。入院医療機関の場合は、院内感染防止対策、医療安全管
理など入院関係の書類もあります。
　実施通知は、指導日の１カ月前に文書で通知されます。対象患者は、指導
日の1週間前に10名分をＦＡＸで連絡されます。指導時間は１時間です。対
象月は連続する２カ月分で、カルテとレセプトの突き合わせが行われます。

○ 個別指導
　個別指導の対象となる医療機関は、審査機関や保険者、患者からの情報や、
高点数などに基づいて選定されます。
　新規個別指導と同様の書類を用意させられ、実施方法も同様です。
　実施通知は新規個別指導と同じく、指導日の１カ月前に送付されます。対
象患者は、指導日の1週間前に20名分、前日に10名分、計30名分がＦＡＸで
指定されます。指導に要する時間は、診療所2時間、病院は3時間になります。

○ 指導結果について
　概ね妥当… 当該指導は終了
　経過観察… レセプトによる経過観察が約半年～１年間行われる
　再指導… 約1年以内に再度「個別指導」を実施

　自主返還… 行政が不当と判断した項目について１年分の返還が求められ
る。（集団的個別指導は自主返還は求められません）

　指導対策の留意点―
指導内容に従うかどうかは保険医の任意
　指導は健康保険法第73条に規定されている通り、拒否をすることはでき
ないものと考えられます。しかし、行政手続法第32条では、指導内容に従う
かどうかは保険医の任意であり、従わなかったことで不利益な扱いをしては
ならないこととなっています。

　弁護士の帯同は可能―
　指導当日の弁護士の帯同は可能です。その際は厚生局に対して、医療機関
から○○弁護士が帯同の要請を受けましたという「委任状」の提出が必要
です。委任状の提出は指導の時で構いません。当協会の顧問弁護士の帯同
を希望される際は、お早めに当協会へご相談下さい。（TEL 019-651-7341）

　録音も可能―
　指導当日の録音も可能です。医療機関が録音をする場合は、行政側も録音
するそうです。録音する際は、事前に当協会（019－651-7341）までご相
談下さい。

　弁護士の帯同、録音の効果―
　弁護士の帯同や録音は、①密室の中での指導において、恫喝的な指導がな
くなり、懇切丁寧な指導がなされた。②指導を受ける先生が自分の意見を言
いやすくなった、などの効果が実証されています。

　自主返還についてー
　あくまでも自主的な返還であり強要されるものではありません。医療機
関が自己点検の上、返還に納得できたものについて返還します。後難が心配
されますが、行政手続法第32条では「行政指導に携わるものは、その相手方
が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取り扱いをしてはな
らない」とあります。

　協会にご相談ください

　個別指導の通知がありましたら、協会にご相談ください。また、保団連発
行の指導対策の書籍もご活用下さい。相談や書籍に関するお問い合わせは、
岩手県保険医協会（TEL 019－651－7341）までお願いします。
　また、保険医への指導・監査について援助を行っている組織「指導・監査・
処分取消訴訟支援ネット」のホームページもご活用ください。

▲

改善された主な内容

これまでの取扱い 2016 年度

個別指導・新規個別
指導の通知 指導日の３週間前 指導日の１か月前

指導対象患者の指定 ４日前 １週間前

指導対象患者の連絡
時期と人数 ４日前　15名 １週間前　20名

前日　　15名 前日　　　10名

（新規個別指導は （新規個別指導は
　  ４日前10名） 　１週間前10名）

個別指導
通知等が一部改善

　全国保険医新聞５月５・15日号の報道のとおり、厚労省が３月22日付
けで発出した通知により個別指導が一部改善し、医療機関の負担が若干
軽減します。改善された項目は下記の通りです。今回の改善は、会員の
先生方からのアンケートなどのご協力、東北各協会合同の東北厚生局要
請などでの要望が実現したものです。

今年度の指導計画等
未だ開示されず

指導の通知が来たら　～個別指導の心得～
１　「通知」を確認して、すぐに保険医協会に連絡を
２　カルテ記載の整備、確認
３　X 線など持参物の確認、整備
４　指導当日は「大丈夫」の気概で
５　必要なことはメモを取る
６　指導が終わったら、事後対策のために協会に報告を


